
 

 

 

「介護分野における特定技能協議会」加入の流れ 

 

 

 

 

 

 

2021.5 

 

 

 

 

介護分野における特定技能協議会事務局 

〒104-0061 東京都中央区銀座 7-17-14  松岡銀七ビル 3 階 

（公社）国際厚生事業団  外国人介護人材支援部内 

TEL：03-6206-1262  FAX：03-6206-1165 

  



1 

 

目次 
 

 

◆入会申請の流れ .......................................................................................................... 2 

 

 

◆入会申請のための仮アカウント発行申請 ................................................................................ 3 

 

 

◆入会申請情報の入力 .................................................................................................... 5 

 

 

◆登録情報の変更 .......................................................................................................... 8 

 

Ⅰ 入会証明書記載事項（※）を変更する場合  （※法人名、法人所在地、代表者役職、代表者名） .................... 8 

 

Ⅱ 特定技能外国人を追加する場合 ..................................................................................... 11 

 

Ⅲ 受入れ事業所情報を変更する場合 .................................................................................. 12 

 

Ⅳ 受入れ事業所を追加する場合 ........................................................................................ 14 

 

Ⅴ Ⅰの変更項目以外の情報を変更する場合 .......................................................................... 15 

 

 

◆入会証明書の再発行 ................................................................................................... 16 

 

 

◆退会 ....................................................................................................................... 17 

  



2 

 

入会申請の流れ  
1.入会申請手続のため、システムでのアカウントを取得 

(ア) 「入会申請のための仮アカウント発行申請」画面で、法人名、担当者氏名、メールアドレス等を入力し、仮アカウ

ントの発行を申請します。 

※このとき、当協議会におけるプライバシーポリシー、協議会設置要綱、入会規程につき、同意が必要です。 

(イ) 仮アカウント発行申請後に送られてくるメールに記載してある URL にアクセスします。この時、同じくメールに記載の

ユーザーID および仮アカウント発行申請時に登録したパスワードでログインします。 

※ログインしたことをもって、仮アカウントは本アカウントになります。 

2．入会申請登録画面での申請内容登録 
(ア) STEP1. 会員情報（協議会の会員となる法人の情報）を入力します。 

(イ) STEP2. 受入れる特定技能外国人の情報を入力します。 

※外国人は一人ずつ登録してください。また、地方出入国在留管理局に提出した書類のうち、指定の様式（計

6 様式）を PDF 化し、アップロードしてください。 

※特定技能外国人の登録の際、受入れる事業所の登録も行っていただきます。 

(ウ) 必要に応じて、入力内容を途中で保存（一時保存）することができます。途中でやめても、再度ログインすれば、

申請情報の登録を続けることができます。 

(エ) すべて入力が終わったら、「入会申請を行う」ボタンをクリックし、入会申請を行います。 

3．入会審査 
(ア) 事務局で申請内容を確認します。もし不備があった場合は、メール等で連絡がありますので、必要に応じて修正

を行ってください。なお、審査中は、システムでの入会申請情報の修正はできません。必要な場合は、事務局へメ

ールまたは電話等でご連絡ください。 

(イ) なお、審査および入会証明書発行までには、1～2 週間ほどかかります。申請内容に不備があった場合はそれ以

上お時間をいただくことがありますので、予めご了承ください。 

4．会員登録完了および入会証明書のダウンロード 
(ア) 審査が終了したら、厚生労働省にて入会証明書を発行します。 

(イ) 同時にメールにて連絡がありますので、上記システムにログインし、「入会証明書」をダウンロードしてください。 
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入会申請のための仮アカウント発行申請 
1．仮アカウント発行画面にアクセスする。（ https://www.kyoukai-shinsei.net/GetAccount/ ） 
2．仮アカウント発行のための、法人名、担当者名、連絡先等を入力します。 

 
パスワードも設定してください。（8 桁以上、英字と数字をそれぞれ 1 文字以上含めてください。） 

3．各ポリシー、規程を読み、同意にチェックを入れてください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   同様に、「設置要綱」および「入会規程」についても同意にチェックをお願いします。 

4．「上記内容で仮アカウント発行申請する」ボタンをクリック 
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5．送られてきたメールを確認してください。 

  
6．メール文中の URL をクリックして、記載のあるログイン ID および先ほど設定したパスワードでログインします。 

  
7．ログインが成功したら、本システムのアカウント取得が完了です。会員登録のための申請内容の入力に進んで 

ください。 
  

社会福祉法人●●●● 
▲▲ ▲▲ 様 
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入会申請情報の入力  
 

 

  
1．ログインすると、「マイページ」が表示され、現在の申請状況が表示されます。 

  
2．まず、STEP1.の会員となる法人の情報を登録してください。 

  

一時保存ボタン 

郵便番号を入力する

と、住所の一部が自

動入力されます。 

必要に応じて、追加、

修正してください。 

＜ご注意＞ 
システム入力中、何も操作がない状態で 30 分が経過すると、自動的にログアウトされます。 

入力中の場合、入力した内容が失われないよう、一時保存を行ってください。 
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3．次に、受入れ予定の特定技能外国人の情報を入力（登録）してください。（これは、一人ずつ入力していただくこと

になります）  
◆受入れ事業所情報 

特定技能外国人を受入れる事業所を登録してください。 
※最初は何も登録されていない状態なので、まず、事業所の追加登録を行っていただきます。         

  
事業所の追加（登録）が完了すると、ドロップダウンのリストに表示されますので、それを選択してください。 

  
    複数の事業所を就労先として地方出入国在留管理局へ届け出ている場合は、「受入れ事業所の追加」ボタンを 

クリックして 2 カ所目以降の事業所を登録してください。 

 

郵便番号を入力すると、住所の一部が自動入力されます。 

必要に応じて、追加、修正してください。 
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◆特定技能外国人情報の入力 
名前と国籍を入力（選択）してください。 

 
※カタカナは任意です。 

 

◆地方出入国在留管理局へ申請した書類等の写しをアップロード 

 
すべてアップロードしたら、「登録する」ボタンをクリックしてください。 
マイページに戻りますので、2 人以上受け入れる場合は、次の特定技能外国人を登録してください。 

 

 

すべての受入れ予定の外国人の登録を完了したら、マイページの「上記内容で申請を行う」をクリックし申請してください。 

登録内容を事務局で審査後、厚生労働省にて入会が承認されたら、メールで入会証明書が発行されたことが通知され

ます。再度ログインし、入会証明書をダウンロードしてください。 

入会証明書は一度しかダウンロードできません。再発行申請の手続きについては、本マニュアル 1６ページをご確認くださ

い。   
  

必要に応じ、上記以外のファイルをアップロードする際、このボ

タンをクリックし、書類の名称を入力し、その上でとファイルを

指定してください。 
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登録情報の変更  変更したい内容によって手順が異なりますので、下記Ⅰ～Ⅴに分けてご案内します。 
（※変更が完了すると、変更履歴として変更日、変更者、変更内容、変更理由が会員マイページに表示されます。） 

  
Ⅰ．入会証明書記載事項（※）を変更する場合    ※法人名、法人所在地、代表者役職、代表者名  
1.会員マイページ内「◆会員情報」の「詳細情報の確認および変更」（黄色ボタン）をクリックしてください。 

 

 

2.「◆会員情報」画面右上の「登録内容を変更する」（黄色ボタン）をクリックしてください。 

 

3.各欄が編集可能な状態になるので、変更したい欄を修正してください。 
※修正した欄は薄い黄色に変わります。     
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4.入力が済んだら、「◆会員情報」画面下の「申請登録情報を変更する」（緑色ボタン）をクリックしてください。  ※一旦会員マイページに戻った後、続けて変更を行う場合は、本マニュアル８ページ２．の「登録内容を変更する」 
（黄色ボタン）をクリックしないと「申請登録情報を変更する」（緑色ボタン）が表示されません。 

 

 5.「入力した内容を登録しました。（まだ登録が完了しているわけではありません。登録を完了するには、【上記の内容で

変更申請を行う】より変更申請を確定してください。）」というメッセージが表示されるので、「マイページへ戻る」をクリックし

てください。 

  6.「上記の内容で変更申請を行う」（青色ボタン）をクリックしてください。   ※変更をキャンセルしたい場合は、「変更を取り消す」をクリックしてください。 
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7.登録情報の変更の内容と理由を記入する欄が表示されるので、具体的に記入してください。 

   
8.「申請を行う」（青色ボタン）をクリックしてください。変更申請が完了します。 

変更内容を事務局で審査後、厚生労働省にて承認されたら、後日、変更後の情報が記載された入会証明書が 
発行されます。メールが通知されますので、再度ログインし入会証明書をダウンロードしてください。   

※承認されるまでは、画面上で変更前と変更後の情報が併記されますが、承認後は変更後の情報のみが表示されます。               
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Ⅱ．特定技能外国人を追加する場合  
1.会員マイページ内「特定技能外国人の追加」（黄色ボタン）をクリックしてください。 

  
2.本マニュアル６～７ページと同様に入力してください。 

 ※このとき、本マニュアル５ページに記載されている「一時保存ボタン」は表示されません。画面下の「申請登録情報を変 
更する」（緑色ボタン）を押して入力内容の保存を行ってください。 

  3.すべての入力が済んだら、本マニュアル９～１０ページに沿って手続きを行ってください。 
変更内容を事務局で審査後、変更審査が完了したことがメールで通知されます。   
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Ⅲ．受入れ事業所情報を変更する場合  
◆すでに登録した 1 号特定技能外国人の受入れ事業所を変更する場合 

（※1 号特定技能外国人の受入事業所が変更された際に必要となる作業です。） 
１．「登録内容を変更する」ボタンをクリックしてください。 

  
２．ドロップダウンのリストから事業所を選択してください。   （ドロップダウンのリストにない場合は、「事業所の新規追加」ボタンから追加登録を行ってください。） 

  
３．変更後の情報が反映されます。 

 
※承認されるまでは、画面上で変更前と変更後の情報が併記されますが、承認後は変更後の情報のみが表示されます。  （本マニュアル p.１０参照）  

すべての入力が済んだら、本マニュアル９～１０ページに沿って手続きを行ってください。 
変更内容を事務局で審査後、変更審査が完了したことがメールで通知されます。 
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◆すでに登録した 1 号特定技能外国人の受入れ事業所の情報（名称、所在地）を変更する場合  １．「登録内容を変更する」ボタンをクリックしてください。 

  ２．「選択している事業所を修正」ボタンをクリックしてください。  
 

３．「受入れ事業所の変更」という入力欄が表示されるので、変更したい情報を修正し、「上記内容に変更する」ボタンを   クリックしてください。 

 
４．修正後の情報が反映されます。 
（※変更した事業所を複数の特定技能外国人の受入れ事業所として登録している場合、変更箇所は自動的にすべての 

受入れ事業所情報に反映されます。） 

 
※承認されるまでは、画面上で変更前と変更後の情報が併記されますが、承認後は変更後の情報のみが表示されます。  （本マニュアル p.１０参照）  

すべての入力が済んだら、本マニュアル９～１０ページに沿って手続きを行ってください。 
変更内容を事務局で審査後、変更審査が完了したことがメールで通知されます。 
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Ⅳ．受入れ事業所を追加する場合  
すでに登録した事業所に加えて新たな事業所を就労先として地方出入国在留管理局へ届け出を行った場合は、 
受入れ事業所の追加登録を行ってください。  

１．「登録内容を変更する」ボタンをクリックしてください。 

  
２．「受入れ事業所の追加」ボタンをクリックして追加登録してください。 

     
すべての入力が済んだら、本マニュアル９～１０ページに沿って手続きを行ってください。 
変更内容を事務局で審査後、変更審査が完了したことがメールで通知されます。   
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Ⅴ．Ⅰの変更項目以外の情報を変更する場合  
1.変更したい項目の「詳細情報の確認および変更」（黄色ボタン）をクリックしてください。 

 
 2.画面右上の「登録内容を変更する」（黄色ボタン）をクリックしてください。 

 

3.各欄が編集可能な状態になるので、変更したい欄を修正してください。 
※修正した欄は薄い黄色に変わります。 

   4.すべての入力が済んだら、本マニュアル９～１０ページに沿って手続きを行ってください。 
変更内容は即時反映されます。      
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入会証明書の再発行 
入会証明書は一度しかダウンロードができません。ダウンロードした後に、再度入会証明書が必要になった場合は、 
以下の手順に沿って再発行申請を行ってください。  

 

1.会員マイページ画面右上の「入会証明書再発行申請」（橙色ボタン）をクリックしてください。 

 

 2.理由を記入する欄が表示されるので、具体的にご記入ください。 

   3.「申請を行う」（青色ボタン）をクリックしてください。再発行申請が完了します。    4. 申請理由を事務局で確認後、承認されたら、入会証明書が再発行され、メールで通知されます。     再度ログインし、入会証明書をダウンロードしてください。    
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退会 
  構成員は、介護分野における特定技能所属機関でなくなった場合は、当協議会を退会することとなります。 

予め事務局へ電話かメールで退会する旨と退会理由を連絡した上で、以下の手順に沿って手続きを行ってください。  
1.会員マイページ下部の「協議会の退会を希望する方はこちら」をクリックしてください。 

  2.退会に関する注意事項を確認し、「退会に関する注意事項を読みました」のチェックボックスを選択し、「退会する」を 
クリックしてください。 

    3.「本当に退会してもよろしいですか？」というメッセージが表示されるので、「退会する」をクリックしてください。      退会が完了します。 
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